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東海地方 

 高温に関する異常天候早期警戒情報（東海地方） 

平成２０年７月１５日１４時３０分 

名古屋地方気象台 発表 

 

要早期警戒 

警戒期間 ７月２１日頃からの約１週間 

対象地域 東海地方 

警戒事項 かなりの高温（７日平均地域平年差＋１．８℃以上） 

確率    ３０％以上 

 

 ７月２１日頃からの１週間は、気温が平年よりかなり高くなる確率が３０％以上となっています。 

 健康管理や農作物の管理等に注意して下さい。また、今後の気象情報に注意して下さい。 

なお、本情報は７月２０日から７月２９日までを検討の対象としています。 

異常天候早期警戒情報は、原則として毎週火曜日と金曜日に、５日先から８日先を最初の日とする７

日間平均気温のかなり高いまたはかなり低い確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます。また、

前回の情報提供日に要早期警戒の情報を発表した場合には、今回の検討対象期間に早期の警戒事項

がない見込みの場合でも、前回発表以降の実況経過を踏まえた情報が発表されます。発表時刻は、14

時 30 分です。  

 


